
第２号様式（第５１条の５関係）
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交通空白地有償運送

6横手市役所
雄物川地域局

横手市役所
本庁舎

5

備 考

運 送 の 種 別 寝台車 車いす車 兼用車 回転シート車

(軽自動車） (軽自動車） (軽自動車） (軽自動車）

事 務 所

自 家 用 有 償 旅 客 運 送 の 自 動 車 の 数

合計セダン等
バス

(軽自動車） (軽自動車）

運送する旅客の範囲 横手市内に在住する住民及びその親族、その他横手市に日常の用務を有する者を基本とする。

横手市増田町狙半内字上畑 狙半内地区、中村上吉野線、横手市役所増田地域局 横手市十文字町西原二番町２ 24.0

横手市十文字町西原二番町２ 27.0

横手市雄物川町柏木字後田７ トラスト前、大森地域局前、大森郵便局前 横手市大森町字菅生田２４５－２０５ 16.0

役 職 市長 氏 名 髙橋　大

住 所 秋田県横手市中央町８番２号

○

福祉有償運送交通空白地有償運送

氏名又は名称 住所事業者協力型自家用有
償旅客運送を行うとき
は、協力を得る一般旅客
自動車運送事業者の氏
名又は名称及び住所

キロ程

事務所の名称及び位置

名　　称 位　　　　　　　　　　　　　置

横手市役所本庁舎 秋田県横手市中央町８番２号

横手市役所雄物川地域局 秋田県横手市雄物川町今宿字鳴田１番地

24.0

横手市増田町狙半内字滝ノ下７７ 狙半内地区、中村上吉野線、横手市役所増田地域局 横手市十文字町西原二番町２ 27.0

横手市増田町狙半内字滝ノ下７７ 狙半内地区、鍋ケ沢地区、横手市役所増田地域局

横手市増田町狙半内字上畑 狙半内地区、鍋ケ沢地区、横手市役所増田地域局 横手市十文字町西原二番町２
路線又は運送の区域

起点 主たる経過地

自家用有償旅客運送者登録簿

登 録 番 号

登 録 年 月 日 及 び 登 録 年 月 日 有効期間満了日

東秋市交第８号

平成29年10月25日

令和7年10月16日

終点

更 新 登 録 年 月 日 更新登録年月日 （直近 ） 令和10年10月31日

名 称 横手市

運 送 の 種 別

代 表 者 の 氏 名


